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ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
犯
罪
・
日
大
ギ
ャ
ン
グ
事
件

　

敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
ア
メ
リ
カ
軍
の
進
駐
は
、
日
本
の
社
会
に
、

戦
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
風
俗
を
も
た
ら
し
た
。
と

く
に
若
者
達
は
、
刹
那
的
・
頽
廃
的
な
行
動
に
走
り
、
大
人
達
の
眉

を
ひ
そ
め
さ
せ
る
よ
う
な
服
装
や
言
葉
使
い
を
し
た
。

　

旧
世
代
は
、
そ
う
し
た
若
者
達
を
〈
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
〉
と
呼
ん
だ
。

省
略
し
て
、
ア
プ
レ
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
か
っ
た
。

　

ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
と
は
、「
戦
後
」
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。

第
一
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
し
い
文
芸
運
動
を
指
す
こ
と
ば
だ

っ
た
が
、
日
本
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
世
代
の
文
化
と
風
俗
と
を

指
す
こ
と
ば
と
し
て
使
わ
れ
た
。

　

戦
後
一
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
い
く
つ
か
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
的
犯

罪
が
発
生
し
た
。
昭
和
二
五
年
九
月
の
日
大
ギ
ャ
ン
グ
事
件
は
、
そ

の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
五
年
九
月
二
二
日
、
日
本
大
学
の
運
転
手
Ｋ
は
、
同
僚
の

運
転
手
・
山
際
啓ひ

ろ

之ゆ
き

（
当
時
十
九
歳
）
が
道
端
で
手
を
上
げ
て
い
る

の
を
見
て
、
ダ
ッ
ト
サ
ン
を
停
め
た
。
車
内
に
は
、
大
手
町
の
銀
行

か
ら
お
ろ
し
て
き
た
ば
か
り
の
日
大
職
員
の
給
料
一
九
一
万
三
〇
〇

〇
円
が
あ
っ
た
が
、
な
に
し
ろ
、
ふ
だ
ん
親
し
く
し
て
い
る
同
僚
だ

っ
た
の
で
、
気
を
許
し
て
車
を
停
め
、
ド
ア
を
開
け
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
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山
際
は
、
車
に
乗
り
込
む
や
、
Ｋ
に
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
を
つ
き
つ

け
、
彼
が
ひ
る
む
す
き
に
、
現
金
全
額
を
奪
っ
て
逃
走
し
た
。

　

そ
の
二
日
後
の
二
四
日
、
山
際
は
、
恋
人
・
藤
本
佐さ

文ぶ
み

（
同
一
八

歳
）
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
と
こ
ろ
を
大
森
署
員
に
急
襲
さ
れ
、
逮
捕

さ
れ
た
。
佐
文
は
、
日
大
教
授
・
藤
本
藤
次
郎
の
長
女
で
あ
っ
た
。

　

二
人
は
夫
婦
を
装
っ
て
、
品
川
区
に
六
畳
間
を
借
り
て
潜
伏
し
て

い
た
が
、
下
宿
屋
の
家
人
に
不
審
に
思
わ
れ
、
警
察
に
通
報
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

大
森
署
員
が
踏
み
込
ん
だ
と
き
、
二
人
は
、
ダ
ブ
ル
ベ
ッ
ド
に
し

ど
け
な
い
姿
で
寝
そ
べ
っ
て
い
た
が
、
刑
事
か
ら
同
行
を
求
め
ら
れ

る
と
、山
際
は
佐
文
に
向
か
っ
て
、「
オ
ー
、ミ
ス
テ
イ
ク
」
と
叫
ん
だ
。

こ
れ
が
新
聞
に
報
道
さ
れ
る
や
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
た
ち
ま
ち
流
行

語
と
な
っ
た
。

　

山
際
は
、
は
じ
め
、「
自
分
は
二
世
で
、
山
際
な
ん
て
者
で
は
な

い
」
と
、
二
世
風
の
片
言
日
本
語
で
い
っ
て
い
た
が
、
す
ぐ
に
二
世

で
は
な
い
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
、
ろ
く
に
英
語
が
し
ゃ

べ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
世
を
装
い
き
れ
な
く
な
る
と
、
山
際

は
、
ワ
ッ
と
泣
き
出
す
始
末
。

　

警
察
で
の
取
り
調
べ
の
際
も
、
山
際
は
片
言
の
英
語
を
使
い
、
胸

に
は
「
ジ
ョ
ー
ジ
」
と
入
れ
墨
を
彫
っ
て
い
る
な
ど
、
す
っ
か
り
ア

メ
リ
カ
の
ギ
ャ
ン
グ
を
気
取
っ
て
い
た
。

　

佐
文
は
、
名
前
さ
え
な
か
な
か
い
わ
な
い
ほ
ど
気
の
強
い
娘
だ
っ

た
が
、
男
が
自
白
し
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
と
、
係
員
の
前
に
泣
き

伏
し
た
。
ギ
ャ
ン
グ
の
情
婦
気
取
り
で
い
て
も
、
や
は
り
一
八
の
娘
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で
あ
っ
た
。

　

犯
行
の
動
機
は
、
二
人
で
駆
け
落
ち
す
る
た
め
の
資
金
欲
し
さ
で
、

逮
捕
さ
れ
る
ま
で
の
二
日
間
に
、
二
人
は
洋
服
や
ボ
ス
ト
ン
バ
ッ
グ

な
ど
三
〇
万
円
を
使
い
込
ん
で
い
た
。
い
さ
さ
か
お
粗
末
な
、
日
本

版
ボ
ニ
ー
と
ク
ラ
イ
ド
で
あ
っ
た
。
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裁
判
官
の
文
化
程
度
を
露
呈
し
た
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判

　

昭
和
二
六
年
五
月
八
日
、
世
に
い
う
〈
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
〉
が
開

始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
年
の
四
月
に
小
山
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
『
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋

人
』
上
下
二
巻
が
、
わ
い
せ
つ
文
書
か
否
か
を
争
う
裁
判
で
あ
っ
た
。

　

訳
者
の
伊
藤
整
は
、
学
究
肌
の
詩
人
・
作
家
・
評
論
家
で
、
そ
の

手
に
な
る
、
こ
の
二
〇
世
紀
文
学
の
傑
作
の
完
訳
は
、
今
日
で
も
名

訳
と
の
評
価
が
高
い
。
そ
の
本
が
、
二
五
年
の
五
月
に
わ
い
せ
つ
文

書
と
し
て
押
収
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
九
月
に
は
、
刑
法
第
一
七
五
条

の
わ
い
せ
つ
文
書
頒
布
罪
に
よ
っ
て
、
伊
藤
と
出
版
者
の
小
山
久
二

郎
が
起
訴
さ
れ
た
。

　

戦
後
、
性
の
解
放
が
進
み
、
ま
た
憲
法
で
表
現
の
自
由
が
保
障
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
か
が
わ
し
い
出
版
物
が
氾
濫
し
て
い

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
捜
査
当
局
は
取
締
り
の
必
要

を
感
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
槍
玉
に
あ
げ
た
の
が
、
こ
と
も

あ
ろ
う
に
、
文
豪
ロ
レ
ン
ス
の
代
表
作
と
も
い
う
べ
き
こ
の
作
品
で

あ
る
。

　

当
然
、
作
家
や
文
化
人
た
ち
の
あ
い
だ
か
ら
、
反
対
運
動
が
盛
り

上
が
っ
た
。
人
権
擁
護
派
の
弁
護
士
と
し
て
名
高
い
正
木
ひ
ろ
し
の

ほ
か
、
か
つ
て
は
裁
判
官
だ
っ
た
環

た
ま
き
昌
一
・
環
直
弥
両
弁
護
士
も
、

被
告
二
人
の
弁
護
に
あ
た
っ
た
。
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ま
た
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
で
は
、
作
品
の
芸
術
性
を
主
張
す
る
た

め
に
、
評
論
家
の
中
島
健
蔵
と
福
田
恒つ

ね

存あ
り

を
特
別
弁
護
人
と
し
て
立

て
た
。
左
翼
的
な
中
島
と
反
左
翼
的
な
福
田
と
が
共
闘
し
た
の
は
、

文
芸
史
上
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
人
の
ほ
か
、
文
芸
家
協
会
会
長
の
青
野
季す

え

吉き
ち

、
文
芸
評
論

家
の
吉
田
健
一
・
吉
田
精
一
、
作
家
の
豊と

よ

島し
ま

与
志
雄
、
心
理
学
者
の

宮
城
音
弥
・
波
多
野
完
治
な
ど
も
証
言
に
立
ち
、
作
家
の
坂
口
安
吾
・

舟
橋
聖
一
・
高
見
順
な
ど
も
、
傍
聴
に
通
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
審
の
東
京
地
裁
は
、
伊
藤
は
無
罪
と
し
た
が
、
こ
の

小
説
の
販
売
や
広
告
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
小
山
に
罰
金

二
五
万
円
の
判
決
を
下
し
た
。
ま
た
、
二
審
の
東
京
高
裁
は
、
こ
の

作
品
が
わ
い
せ
つ
文
書
で
あ
る
と
し
て
、
伊
藤
に
も
罰
金
一
〇
万
円

の
判
決
を
下
し
た
。

　

そ
し
て
、
昭
和
三
二
年
三
月
一
三
日
、
最
高
裁
判
所
は
、「
こ
の

小
説
は
い
わ
ゆ
る
春
本
で
は
な
く
、
芸
術
作
品
で
は
あ
る
が
、
受
け

と
め
方
に
よ
っ
て
は
わ
い
せ
つ
文
書
で
あ
る
」
と
い
う
奇
妙
な
理
由

で
、
被
告
側
の
上
告
を
棄
却
、
有
罪
が
確
定
し
た
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
ろ
、
作
者
ロ
レ
ン
ス
の
国
イ
ギ
リ
ス
で
も
、〈
チ

ャ
タ
レ
イ
裁
判
〉
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
、
わ
い
せ
つ

文
書
に
は
あ
た
ら
な
い
と
い
う
判
決
で
あ
っ
た
。
は
か
ら
ず
も
、
日

英
両
国
の
裁
判
官
の
文
化
程
度
が
比
較
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
伊
藤
は
、
こ
の
裁
判
の
の
ち
も
評
論
家
・
作
家
活
動
を
続

け
、
昭
和
四
四
年
に
亡
く
な
っ
た
が
、
ま
じ
め
で
か
た
い
出
版
を
し

て
き
た
小
山
は
、
こ
の
裁
判
が
原
因
で
自
分
の
出
版
社
を
つ
ぶ
し
て
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し
ま
っ
た
。
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今
な
お
論
議
の
続
く
白
鳥
事
件

　

昭
和
二
七
年
一
月
二
一
日
の
夜
、
札
幌
市
内
の
路
上
を
自
転
車
で

走
っ
て
い
た
男
が
、
こ
れ
も
自
転
車
で
後
ろ
か
ら
走
っ
て
き
た
男
に
、

ピ
ス
ト
ル
で
二
発
撃
た
れ
た
。
一
発
は
外
れ
た
が
、
も
う
一
発
は
心

臓
を
貫
通
、
男
は
病
院
に
運
ば
れ
る
途
中
で
死
亡
し
た
。

　

撃
た
れ
た
男
は
、
札
幌
中
央
署
の
警
備
課
長
・
白
鳥
一
雄
警
部
で
、

勤
め
を
終
え
て
帰
宅
す
る
途
中
で
あ
っ
た
。

　

死
体
は
、
北
大
法
医
学
教
室
で
解
剖
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
摘
出

さ
れ
た
拳
銃
弾
一
個
と
現
場
か
ら
発
見
さ
れ
た
薬
き
ょ
う
の
み
が
証

拠
品
で
あ
っ
た
。

　

二
六
年
二
月
に
武
装
闘
争
方
針
を
採
択
し
た
日
本
共
産
党
は
、
八

月
に
は
「
民
族
解
放
民
主
革
命
」
を
規
定
し
た
新
綱
領
に
従
っ
て
、

極
左
冒
険
主
義
の
武
装
闘
争
に
の
め
り
込
み
、
各
地
で
火
炎
ビ
ン
騒

ぎ
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
撃
た
れ
た
白
鳥
警
部
は
、
そ
の
捜
査
お
よ

び
取
締
り
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
捜
査
当
局
は
、
日
本
共
産
党
軍
事
組
織
の

犯
行
と
見
て
捜
査
を
続
け
、
あ
と
に
な
っ
て
日
本
共
産
党
の
札
幌
地

区
委
員
長
・
村
上
国
治
ら
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
自
供
に
基
づ
い
て
、

主
犯
を
日
共
軍
事
組
織
の
地
区
責
任
者
・
佐
藤
博
と
断
定
し
、
彼
を

含
む
七
人
を
指
名
手
配
し
た
が
、
こ
の
七
人
は
、
い
ず
れ
も
行
方
を

く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
。
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札
幌
地
方
裁
判
所
は
、
村
上
に
無
期
懲
役
の
判
決
を
下
し
た
が
、

村
上
は
上
告
、
二
審
で
は
二
〇
年
の
判
決
が
下
っ
た
。
村
上
ら
は
無

実
を
訴
え
続
け
た
が
、
最
高
裁
は
、
三
八
年
に
上
告
を
棄
却
し
て
、

刑
が
確
定
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
論
議
が
絶
え
な
い
。

捜
査
当
局
は
、
村
上
ら
が
、
犯
行
に
先
立
っ
て
、
拳
銃
の
威
力
を
確

か
め
る
た
め
に
、
札
幌
市
郊
外
の
山
林
で
試
射
し
た
と
主
張
し
、
裁

判
で
は
、
そ
の
試
射
弾
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
錆
び
ぐ
あ
い
な
ど
か
ら
、
警
察
が
主
張
す
る
試
射

の
時
期
よ
り
か
な
り
あ
と
に
発
射
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
が
出
て
き
た
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
、
だ
れ
が
、
な
ん
の
た
め
に
白
鳥
警
部
を
撃
っ

た
の
か
。
真
相
は
、
な
お
薮
の
中
で
あ
る
。

　

な
お
、
村
上
は
四
四
年
一
一
月
に
仮
釈
放
に
な
っ
た
。
ま
た
、
行

方
を
く
ら
ま
し
て
い
た
七
人
の
う
ち
、
三
人
は
五
〇
年
、
五
二
年
と

相
前
後
し
て
中
国
か
ら
帰
国
し
た
が
、
い
ず
れ
も
不
起
訴
あ
る
い
は

起
訴
猶
予
と
な
っ
た
。
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日
本
漁
民
に
打
撃
を
与
え
た
李
承
晩
ラ
イ
ン

　

昭
和
二
七
年
一
月
一
八
日
、
韓
国
の
李
承
晩
大
統
領
が
、
日
韓
両

国
周
辺
の
公
海
上
に
新
た
な
水
域
境
界
線
を
設
け
る
こ
と
を
一
方
的

に
宣
言
し
、
日
本
側
の
関
係
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

　

宣
言
に
よ
る
と
、
そ
の
広
大
な
海
域
の
水
産
物
保
全
に
韓
国
が
主

権
を
行
使
す
る
と
い
う
。
水
産
物
保
全
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、

要
す
る
に
、
こ
の
海
域
内
で
は
、
韓
国
漁
船
の
み
が
操
業
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
、
て
い
の
い
い
日
本
漁
船
の
締
め
出
し
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
境
界
線
は
、
大
統
領
の
名
を
と
っ
て
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
と
呼

ば
れ
た
。

　

日
韓
の
あ
い
だ
の
海
域
上
に
は
、
暫
定
的
な
境
界
線
と
し
て
、
終

戦
直
後
に
連
合
軍
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
・
ラ
イ
ン
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

の
発
効
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
撤
廃

直
前
に
李
承
晩
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

李
承
晩
ラ
イ
ン
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
よ
り
も
か
な
り
日

本
に
近
く
、
帰
属
に
つ
い
て
紛
争
中
で
あ
っ
た
竹
島
や
、
韓
国
の
海

岸
線
に
隣
接
す
る
大
陸
棚
の
水
域
を
含
ん
で
い
た
。

　

こ
の
海
域
の
大
部
分
は
、
公
海
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
目
は

ど
う
で
あ
れ
、
一
国
が
勝
手
に
線
を
引
く
こ
と
は
、
国
際
法
上
認
め

ら
れ
な
い
。
李
承
晩
ラ
イ
ン
は
、
い
わ
ば
国
際
法
無
視
の
行
為
で
あ
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っ
た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は
、
日
本
が
敗
戦
国
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
お
よ
び
戦
前
か
ら
の
韓
国
と
の
複
雑
な
関
係
か
ら
、
断
固

た
る
処
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
公
海
自
由
の
原
則
を
楯
に
、
韓

国
政
府
に
対
し
て
た
だ
抗
議
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
が
撤
廃
さ
れ
る
昭
和
三
六
年
一
二
月

ま
で
に
、
二
八
二
隻
、
三
五
一
一
人
の
日
本
漁
民
が
、
韓
国
に
拿
捕
、

抑
留
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
八
年
二
月
四
日
に
は
、
韓
国
船
に
銃
撃
さ
れ
て
漁
民
が
死

亡
す
る
と
い
う
第
一
大
邦
丸
事
件
ま
で
起
き
て
い
る
。

　

李
承
晩
は
、
日
本
を
憎
む
韓
国
・
朝
鮮
人
の
な
か
で
も
、
と
り
わ

け
日
本
に
対
す
る
憎
悪
の
強
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

日
韓
併
合
か
ら
四
年
目
の
一
九
一
四
年
（
大
正
三
年
）、
朝
鮮
総

督
の
寺
内
正
毅
暗
殺
未
遂
事
件
に
連
座
し
て
投
獄
さ
れ
、
釈
放
後
渡

米
。
朝
鮮
・
韓
国
解
放
の
年
に
帰
国
し
て
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二

三
年
）、
韓
国
の
初
代
大
統
領
に
就
任
し
た
。

　

就
任
と
と
も
に
、
強
力
な
独
裁
体
制
を
し
い
て
、
反
対
派
の
大
弾

圧
を
行
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
民
心
を
失
い
、
一
時
は
政
権
維
持
も

危
う
く
な
っ
た
が
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
救
わ
れ
た
。
一
九
六
〇
年

（
昭
和
三
五
年
）、
独
裁
政
権
の
ま
ま
四
選
を
果
た
し
た
が
、
彼
の

不
正
を
追
及
す
る
デ
モ
が
全
国
に
広
ま
っ
た
た
め
、
政
権
を
失
い
、

ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
。

「
絶
対
的
権
力
は
絶
対
的
に
腐
敗
す
る
」
と
い
う
ア
ク
ト
ン
の
こ
と

ば
ど
お
り
、
李
承
晩
も
、
不
正
蓄
財
・
閥
族
政
治
と
い
っ
た
腐
敗
に
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よ
っ
て
、
晩
節
を
汚
し
た
の
で
あ
る
。

　

日
韓
漁
業
協
定
が
結
ば
れ
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
が
撤
廃
さ
れ
た
の
は
、

李
承
晩
政
権
が
倒
れ
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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学
問
の
自
由
が
争
わ
れ
た
東
大
ポ
ポ
口
事
件

　

昭
和
二
七
年
二
月
二
〇
日
の
午
後
、
東
大
法
文
系
二
五
番
教
室
で

は
、「
小
林
多
喜
二
祭
」
が
開
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
同
大
の
学

生
劇
団
ポ
ポ
ロ
座
の
主
催
に
な
る
も
の
で
、
学
生
を
中
心
に
約
三
〇

〇
人
が
参
加
し
て
い
た
。

　

同
劇
団
に
よ
っ
て
、
松
川
事
件
に
取
材
し
た
劇
が
演
じ
ら
れ
て
い

た
午
後
七
時
三
〇
分
ご
ろ
、
観
衆
の
な
か
か
ら
、「
イ
ヌ
が
い
る
」

「
つ
ま
み
出
せ
」
と
い
う
声
が
起
こ
っ
た
。
学
生
の
う
ち
の
何
人
か

が
、
観
衆
の
な
か
に
ま
じ
っ
て
劇
を
見
物
し
て
い
た
、
顔
見
知
り
の

警
官
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　

発
見
さ
れ
た
の
は
、
本
富
士
署
の
特
別
警
備
係
・
茅
根
隆
ら
三
人

の
巡
査
で
、
い
ず
れ
も
私
服
で
、
料
金
を
払
っ
て
見
物
し
て
い
た
。

　

学
生
達
は
、
彼
ら
に
警
察
手
帳
の
呈
示
を
求
め
、
そ
れ
に
東
大
の

教
授
や
学
内
文
化
団
体
の
動
静
を
探
っ
た
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
と
、
三
人
こ
づ
き
回
し
た
う
え
、
里
村
光
治
巡
査
の
警

察
手
帳
を
奪
っ
た
。

　

本
富
士
署
は
、
こ
の
事
件
で
学
生
一
人
を
逮
捕
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
東
大
側
は
、

「
事
件
の
責
任
は
、
学
生
の
催
し
に
不
法
に
潜
入
し
た
警
察
官
の
側

に
あ
る
」

　

と
抗
議
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
学
生
が
警
官
の
警
察
手
帳
を
奪
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っ
た
行
動
に
つ
い
て
は
遺
憾
の
意
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
、
矢
内
原

忠
雄
・
東
大
総
長
は
、
学
生
の
釈
放
を
要
求
し
た
が
、
文
部
大
臣
は

記
者
会
見
で
、

「
大
学
と
い
え
ど
も
、
治
安
責
任
は
警
察
に
あ
り
、
警
察
官
の
大
学

へ
の
侵
入
は
や
む
を
え
な
い
」

　

と
述
べ
て
、
東
大
総
長
と
対
立
し
た
。

　

東
京
地
検
は
、
逮
捕
さ
れ
た
学
生
を
含
め
、
二
人
を
暴
力
行
為
等

処
罰
法
違
反
で
起
訴
し
た
。
二
人
は
、
一
審
・
二
審
・
三
審
で
は
、「
警

官
の
学
内
立
ち
入
り
は
学
問
の
自
由
の
侵
害
行
為
」
と
し
て
無
罪
と

さ
れ
た
が
、
三
八
年
五
月
、
最
高
裁
は
原
判
決
を
破
棄
し
、
裁
判
の

や
り
直
し
を
命
じ
た

　

東
京
地
裁
の
差
戻
し
審
で
は
、
二
人
と
も
有
罪
判
決
と
な
り
、
四

八
年
最
高
裁
で
上
告
が
棄
却
さ
れ
て
、
有
罪
が
確
定
し
た
。
大
学
に

お
け
る
学
問
の
自
由
が
、
初
め
て
裁
判
で
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、

事
件
発
生
以
来
二
一
年
余
と
い
う
長
期
裁
判
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
同
年
の
五
月
に
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
早
大
事
件
〉
が
起
こ
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
メ
ー
デ
ー
事
件
の
捜
査
と
称
し
て
早
大
構
内
に

入
っ
た
警
官
が
、
学
生
達
に
つ
か
ま
っ
た
た
め
、
実
力
行
使
に
出
た

警
官
隊
に
よ
っ
て
、
学
生
側
に
三
〇
余
名
の
負
傷
者
が
出
た
と
い
う

事
件
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
早
大
総
長
・
島
田
孝
一
は
、
学
生
を
徹
底
的
に
擁
護

し
、
警
察
の
非
を
つ
い
て
譲
ら
な
か
っ
た
。

　

今
日
の
大
学
の
情
況
を
見
る
と
、
矢
内
原
や
島
田
の
よ
う
な
、
権

力
と
の
対
立
を
恐
れ
な
い
気
骨
あ
る
教
育
者
・
学
者
は
、
ほ
と
ん
ど
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見
当
た
ら
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
彼
ら
に
か
ば
わ
れ
る
に
値

す
る
よ
う
な
学
生
達
も
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
情
況
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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無
罪
ま
で
二
〇
年
、
血
の
メ
ー
デ
ー

　

昭
和
二
七
年
五
月
一
目
、
第
二
三
回
メ
ー
デ
ー
で
は
、
皇
居
前
広

場
が
使
用
不
許
可
と
な
っ
た
た
め
に
、
明
治
神
宮
外
苑
が
中
央
会
場

に
当
て
ら
れ
た
。

　

講
和
条
約
発
効
後
初
の
メ
ー
デ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
会
場
に
は
一

種
の
解
放
感
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
、
そ
れ
が
全
面
講
和
で
な
く
、

ア
メ
リ
カ
主
導
に
よ
る
講
和
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
戦
前
の
治

安
維
持
法
を
思
わ
せ
る
破
壊
活
動
防
止
法
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
皇
居
前
広
場
が
使
用
不
許
可
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
交
錯

し
て
、
メ
ー
デ
ー
参
加
者
の
あ
い
だ
に
は
、
不
満
や
怒
り
が
う
っ
積

し
て
い
た
。

　

午
後
〇
時
二
〇
分
、
大
会
終
了
と
と
も
に
、
参
加
者
た
ち
は
東
・

西
・
南
・
北
・
中
部
の
五
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
、
デ
モ
行
進
に
移
っ
た
。

　

こ
の
五
コ
ー
ス
の
う
ち
、
中
部
と
南
部
は
、
解
散
地
点
が
日
比
谷

公
園
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
国
会
前
を
通
っ
て
日
比
谷
公
園

に
向
か
う
中
部
コ
ー
ス
は
、
都
学
連
を
主
力
と
す
る
全
学
連
の
学
生

達
が
先
頭
を
占
め
て
い
た
。

　

中
部
コ
ー
ス
の
先
頭
は
、
午
後
二
時
ご
ろ
、
解
散
予
定
地
点
に
到

着
し
た
。
し
か
し
、
学
生
達
は
解
散
せ
ず
、「
人
民
広
場
へ
、
人
民

広
場
へ
」
と
叫
び
な
が
ら
公
園
を
出
て
、
日
比
谷
交
差
点
で
待
ち
構

え
て
い
た
警
官
隊
と
衝
突
し
、
さ
ら
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
前
で
投
石
し
な
が
ら
、
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馬
場
先
門
か
ら
皇
居
前
広
場
に
な
だ
れ
込
ん
だ
。
そ
の
数
は
、
検
察

側
の
主
張
で
三
〇
〇
〇
人
と
い
う
が
、
確
か
な
人
数
は
わ
か
ら
な
い
。

　

二
時
三
五
分
、
二
重
橋
を
固
め
て
い
た
警
官
隊
が
実
力
規
制
に
出

て
、
第
一
次
衝
突
が
起
こ
っ
た
。
警
官
隊
が
ピ
ス
ト
ル
九
発
を
発
射

し
た
た
め
、
デ
モ
隊
は
い
っ
た
ん
楠
公
像
の
あ
る
広
場
へ
後
退
し
た
。

　

三
時
三
〇
分
ご
ろ
、
後
続
の
中
部
コ
ー
ス
や
南
部
コ
ー
ス
の
一
部

の
人
達
を
加
え
て
、
広
場
は
八
〇
〇
〇
人
の
人
々
で
ふ
く
れ
あ
が
っ

た
。

　

や
が
て
、
第
二
次
衝
突
が
起
こ
る
。
こ
の
デ
モ
隊
に
対
し
て
、
約

五
〇
〇
〇
人
の
警
官
隊
が
、
い
っ
せ
い
に
襲
い
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

警
官
隊
は
、
ピ
ス
ト
ル
約
七
〇
発
を
発
射
し
、
催
涙
弾
を
打
ち
込
ん

だ
。
デ
モ
隊
は
、
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
石
を
投
げ
、
プ
ラ
カ
ー
ド

や
こ
ん
棒
を
振
り
か
ざ
し
て
立
ち
向
か
う
者
、
逃
げ
ま
ど
う
者
な
ど
、

大
混
乱
に
陥
っ
た
。

　

ま
も
な
く
、
デ
モ
隊
は
日
比
谷
方
面
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
が
、
そ

の
間
、
デ
モ
隊
に
よ
っ
て
、
米
軍
の
自
動
車
一
三
台
、
白
バ
イ
一
台

が
焼
か
れ
、
二
〇
台
が
大
破
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
居
前
広
場

一
帯
は
、
約
三
時
間
、
市
街
戦
を
思
わ
せ
る
騒
乱
の
巷
と
化
し
、
デ

モ
隊
が
鎮
圧
さ
れ
た
の
は
、
六
時
過
ぎ
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

翌
日
の
新
聞
は
、
い
っ
せ
い
に
、「
暴
徒
と
化
し
た
」
と
デ
モ
隊

を
評
し
た
が
、
そ
ば
で
目
撃
し
た
作
家
の
梅
崎
春
生
は
、「
ほ
と
ん

ど
無
抵
抗
な
デ
モ
隊
に
殴
り
か
か
っ
た
警
官
の
ほ
う
が
、
水
際
だ
っ

て
組
織
的
に
訓
練
さ
れ
た
〈
暴
徒
〉
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。

　

実
際
、
デ
モ
隊
側
は
法
政
大
生
近
藤
巨
士
、
労
組
員
高
橋
正
夫
の
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二
人
が
死
亡
、
二
〇
〇
〇
名
あ
ま
り
の
重
軽
傷
者
を
出
し
、
一
二
三

二
名
が
逮
捕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
の
二
六
一
名
が
起
訴
さ
れ
、
う
ち
二
五
九
名
に
騒
乱
罪

が
適
用
さ
れ
た
が
、
検
察
は
、
首
謀
者
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
、
こ
の
事
件
は
「
首
な
し
騒
乱
事
件
」
と
い
わ
れ
た
。

　

東
京
地
裁
は
、
二
七
年
九
月
に
公
判
を
開
始
し
た
が
、
判
決
が
下

っ
た
の
は
、
事
件
か
ら
一
七
年
九
か
月
後
の
四
五
年
一
月
二
八
日
の

こ
と
だ
っ
た
。

　

判
決
の
要
旨
は
、「
第
一
次
衝
突
は
、
警
官
隊
の
違
法
な
実
力
行

使
が
主
因
と
な
っ
て
起
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
騒
乱
罪
は
成
立
し
な

い
が
、
第
二
次
衝
突
は
、
適
法
な
警
官
隊
の
行
動
に
対
し
て
集
団
の

大
部
分
が
激
し
く
抵
抗
し
て
起
き
た
も
の
で
、
騒
乱
罪
は
成
立
す

る
」
と
し
て
、
八
一
名
に
騒
乱
罪
を
適
用
し
て
有
罪
、
別
に
一
一
名

が
有
罪
と
な
り
、
一
一
〇
名
が
無
罪
と
な
っ
た
。

　

こ
の
判
決
に
対
し
、
検
察
側
が
控
訴
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
一
〇

名
の
無
罪
は
確
定
し
た
が
、
有
罪
の
被
告
は
全
員
が
控
訴
し
、
裁
判

は
さ
ら
に
六
年
間
続
い
た
。
東
京
高
裁
で
二
審
の
判
決
が
下
っ
た
の

は
、
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、「
騒
乱
罪
は
成
立
せ
ず
、
警
官
隊
の
実
力
行
使
は
違
法
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
〈
血
の
メ
ー
デ

ー
〉
は
、
決
着
を
見
た
の
で
あ
る
。


